
 

 

 双葉町コミュニティ支援バス運行事業実施要綱の一部を改正する訓令をここに公

布する。 

 

  令和８年４月 1日 

 

双葉町長 伊澤 史朗   

 

双葉町訓令第３号 

 

   双葉町コミュニティ支援バス運行事業実施要綱の一部を改正する訓令 

 

 双葉町コミュニティ支援バス運行事業実施要綱（令和５年４月１日双葉町要綱第６

号）の一部を改正する訓令をここに公布する。 

 

第３条第１号から第４号までの規定中「令和７年４月１日」を「令和８年４月１日」 

に改める。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行する。 


